
 
 

原料原産地表示拡大の進め方についての意見 

 

 

平成 23 年８月 12 日 

消 費 者 委 員 会 

 

消費者委員会は、平成 23 年８月、食品表示部会から「原料原産地表示拡大の

進め方に関する調査会報告書」の提出を受けた。消費者委員会は、消費者庁が

この報告書の内容を踏まえ、必要な検討を進めることを求める。 

 

特に、「品質の差異」に着目する JAS 法の制度下では、加工食品の原料原産地

表示の拡大には限界があることから、現在、消費者庁で進めている食品表示の

一元的な法体系のあり方の検討の一環として、食品表示が消費者の商品選択に

資するためのものであることを踏まえ、食品表示が何のためにあるのかといっ

た根本的な意義について消費者・事業者等の意見を聞きつつ、幅広い議論を行

い、新たに制定される法体系の下で、原料原産地表示の対象品目や選定方法等

を改めて設定されることを期待する。 


